


  次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

株式会社ノース 

代表取締役 沖山 隆昭 

  株式会社ノースでは、次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を次のと 

おり策定し、男女ともに全社員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行っていきます。 

１．実施期間

２０２１年１２月１日～２０２３年１１月３０日 

２．目標と取り組み内容・実施時期 

目標１（職業生活と家庭生活との両立に関する目標：次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法） 

全社員の１人当たりの年間平均所定外労働時間数を、2023 年 11 月までに現状の１０％減とする。 

□現状の正社員の１人当たり１人当たりの年間平均所定外労働時間数を「78H から 70H」にする

□現状の派遣社員の１人当たり１人当たりの年間平均所定外労働時間数を「85.2H から 76H」にする

〈対策〉 

● ２０２1 年 12 月～ ノー残業デーの設定 （毎週水曜日、賃金支給日）

・社内外への協力依頼（特に、クライアントの協力依頼）

特に、所定外労働時間数の多い社員に対する個別指導

・社員等への周知（社内サーバー掲載による周知、パンフ配布等）

● ２０２3 年 11 月～  検証と施策の見直し 

目標 2（女性活躍推進法に関する目標） 

女性派遣社員採用者を男性件社員と同数にする。 

・現状、派遣社員の割合は、男性：55.2％、女性 44.8％の割合となっているため、更に、女性の活躍する

職場の確保・拡大を図るため、男性派遣社員と同率になるようにする。※現状５０名差

<対策> 

● ２０２１年 12 月～  現状分析・実施策への検討 

・女性派遣社員が勤務できる派遣先（クライアント）の実態把握等

・派遣社員募集の多い時期（年度切替時期）を重点に、女性派遣社員への

採用を図る。

● ２０２3 年 11 月～  検証と施策の見直し  

目標３（女性活躍推進法に関する目標） 

女性事務職正社員の管理職採用 

・現状、正社員女性社員は１３名の在職であるが、事務職の「総務・人事・給与・経理」業務に携わってい

る管理者はいないため、女性管理者１名の採用を図る。

<対策> 

● ２０２1 年 12 月～  役員からの講話、定期面談の実施 各種研修等の受講 

・他社等の有益なトップセミナー受講による育成



・経営学の習得、リーダー研修、企画的業務の実践 等

● ２０２3 年 11 月～  管理者採用の選考実施（役員会議への付議） 

目標４（女性活躍推進法に関する目標） 

現在、無期雇用派遣社員の男女比は、男性：52.7％、女性 47.3％となって女性の無期雇用派遣社員が少な 

いので、女性の無期雇用派遣社員を積極的に採用し、男性社員を上回る数字を確保する。 

<対策> 

● ２０２1 年 12 月～ 現状分析 

・現状、３年目を迎える有期派遣社員の洗い出し

・現状における、勤怠や派遣先での評価を確認

・派遣先（クライアント）に対する協力依頼の実施

● ２０２3 年 11 月～ 検証と施策の見直し  
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